
 

 

 

 

 

 

 

 

道路占用許可の種類 
 

 

 

道路占用許可には、当社が電柱と電線類を施設する一次占用と他社の電柱に電線類のみを

施設する二次占用があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

当社の電柱及び電

線類の道路占用許

可（一次占用）の申請

が必要 

民地 
道路 

当社柱

当社電線類

当社柱

道路 

当社柱に当社電線類を施設するケース（一次占用） 

他社の申請のほか、

当社からも電線類の道

路占用許可（二次占用）

の申請が必要 
他社柱

当社電線類

他社電線類

他社柱

民地

道路

他社柱 他社柱

道路

他社柱に当社電線類を施設するケース（二次占用） 
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